
機 構

○ Ａ社（存続会社）とＢ社（消滅会社）において吸収合併（Ｂ社株式2株に対しＡ社株式
1株を割当て）を行うケース
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Ｂ社株式 1,000株
↓

Ａ社株式 500株
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＜合併後＞

③ 合併情報の通知
（割当比率、効力発生日等）

＜合併前＞

④

口
座
記
録

株主 乙 株主 丙

Ａ社株主
（500株）

Ｂ株式会社

① 吸収合併
契約

② 合併の通知 （割当比率、効力発生日等）

効力発生日において、Ｂ社株主は、Ａ社
株主となる。

会社は、株主総会
において吸収合併
契約の承認決議を
行う。

機構は、会社からの合併の
通知に基づき、証券会社等
に合併情報を通知する。

証券会社等は、機構か
らの合併情報の通知に
基づき、効力発生日に、
すべての加入者の口座
について、消滅会社株
式の数に割当比率を乗
じた数の存続会社株式
の記録と、消滅会社株
式の抹消を行う。

Ａ社株主
（1,000株）

（注） Ｂ社株式の取扱廃止に伴う総株主通知については記載を省略している。

Ａ社、Ｂ社共に振替株式発行会社


